
 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年度（2026）国民健康保険料の料率について 

　 

令和８年度（2026）の国民健康保険料の料率について、去る６月４日に、出雲市国民健康保

険運営協議会を開催し決定しましたので、報告いたします。 

 

１　令和８年度保険料率決定における算定方針 

国保被保険者は、７５歳到達者の後期高齢者医療への移行等の影響を受けて大幅に減

少していますが、１人あたり医療費が伸びているため、医療費総額の大きな減少はあり

ません。 

令和７年度の料率設定時は、前年度繰越金見込（約２億円）等の充当を前提として、被

保険者の負担を軽減しましたが、令和７年度の決算見込みにおいて歳入不足が生じる見

込みであり、令和８年度は前年度繰越金による保険料負担の軽減は困難であり、国保財

政を運営するため保険料率を引き上げざるを得ない状況です。 

また、令和８年度からの子ども・子育て支援納付金制度の開始に伴い、新たな保険料率

を設定しています。 

 

　⑴　被保険者数　(4月末時点）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（人） 

⑵　1人あたり医療費の推移　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （円） 

⑶　医療費総額の推移　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（千円） 

 
　　　　区　　分 令和６年度 令和７年度 令和８年度

 医療分・後期分・子ども分

に係る被保険者数
27,678 26,670 25,638

 介護分に係る介護 2 号被保

険者数 
7,970 7,903 7,671

 
　　区　　分 令和５年度 令和６年度 令和７年度

 
1 人あたり医療費 509,728 511,403 519,992

 
　　　　区　　分 令和５年度 令和６年度 令和７年度

 
医療費総額 14,338,470 13,860,623 13,566,546
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２　令和８年度保険料率 

 

 

 

３　保険料必要額等 

⑴　保険料必要額の算定 

保険料必要額　    　  事業費納付金 　   　市保健事業等　　   国・県補助金等 

32 億 3,478 万円　＝  42億 4,003 万円  ＋  2億 6,362万円  －  12億 6,887万円 

⑵　保険料の算定 

　　 保険料必要額　　　　保険料収納見込額　　前年度繰越金     

32 億 3,478万円 　＝ 　32億 3,083 万円　＋　395万円 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

（参考）出雲市国民健康保険財政調整基金　2億 7,113 万円（令和7年度末時点） 

 

 

 

 

 

⑴　医療給付費分＋後期高齢者支援金等分　

⑵　介護納付金分　

⑶　子ども・子育て支援納付金分　（令和8年度新規）

区　　分 R8 保険料率 R7 保険料率 増　減

所得割 8.25% 7.85% 0.40%

均等割 29,700円 28,300円 1,400円

平等割 21,200円 20,200円 1,000円

所得割 3.30% 3.05% 0.25%

均等割 11,600円 10,700円 900円

平等割 8,200円 7,600円 600円

1人あたり保険料額 (医療分＋後期分) 116,097円 105,703円 10,394円

区　　分 R8 保険料率 R7 保険料率 増　減

所得割 2.60% 2.50% 0.10%

均等割 12,500円 11,900円 600円

平等割 6,400円 6,100円 300円

1人あたり保険料額 （介護分） 33,186円 30,908円 2,278円

区　　分 R8 保険料率 R7 保険料率 増　減

所得割 0.25% - 0.25%

均等割 1,200円 - 1,200円

平等割 900円 - 900円

18歳以上被保険者均等割 60円 - 60円

1人あたり保険料額 (子ども分) 2,926円 - 2,926円

医療給付費分

後期高齢者
支援金等分

介護納付金分

子ども・子育て
支援納付金分
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≪参考≫　令和８年度 モデル世帯保険料額試算表 

 

 

　

【モデル１】

【モデル２】

【モデル３】

【モデル４】

【モデル５】

〔単位：円〕

夫：45歳 所得316万円（給与収入450万円）　妻：41歳 所得45万円（給与収入：R6年分 100万円、R7年分 110万円）　子：16歳 所得なし 【軽減なし】

夫：70歳　所得190万円（年金収入300万円）　妻：67歳　所得なし（年金収入100万円） 【軽減なし】

夫：45歳　所得125万円（給与収入 190万円）　妻：42歳　所得なし（給与収入 50万円） 【２割軽減世帯】

夫：70歳 所得60万円（年金収入170万円）　妻：66歳 所得なし（年金収入100万円）　 【５割軽減世帯】

夫：61歳 所得40万円（給与収入：R6年分 95万円、R7年分 105万円）　妻：55歳 所得なし（給与収入50万円） 　【７割軽減世帯】

令和８年度 保険料 令和７年度 保険料 比較増減 （R８-R７)

医療分 後期分 介護分 子ども分 医療分 後期分 介護分 子ども分 医療分 後期分 介護分 子ども分

所得割 226,875 90,750 71,500 6,875 215,875 83,875 68,750 - 11,000 6,875 2,750 6,875

均等割 89,100 34,800 25,000 2,400 84,900 32,100 23,800 - 4,200 2,700 1,200 2,400

平等割 21,200 8,200 6,400 900 20,200 7,600 6,100 - 1,000 600 300 900
18歳以上

均等割 - - - 120 - - - - - - - 120

小 計 337,175 133,750 102,900 10,295 320,975 123,575 98,650 - 16,200 10,175 4,250 10,295

合 計 584,120 543,200 40,920

令和８年度 保険料 令和７年度 保険料 比較増減 （R８-R７)

医療分 後期分 介護分 子ども分 医療分 後期分 介護分 子ども分 医療分 後期分 介護分 子ども分

所得割 121,275 48,510 0 3,675 115,395 44,835 0 - 5,880 3,675 0 3,675

均等割 59,400 23,200 0 2,400 56,600 21,400 0 - 2,800 1,800 0 2,400

平等割 21,200 8,200 0 900 20,200 7,600 0 - 1,000 600 0 900
18歳以上

均等割 - - - 120 - - - - - - - 120

小 計 201,875 79,910 0 7,095 192,195 73,835 0 - 9,680 6,075 0 7,095

合 計 288,880 266,030 22,850

令和８年度 保険料 令和７年度 保険料 比較増減 （R８-R７)

医療分 後期分 介護分 子ども分 医療分 後期分 介護分 子ども分 医療分 後期分 介護分 子ども分

所得割 67,650 27,060 21,320 2,050 64,370 25,010 20,500 - 3,280 2,050 820 2,050

均等割 47,520 18,560 20,000 1,920 45,280 17,120 19,040 - 2,240 1,440 960 1,920

平等割 16,960 6,560 5,120 720 16,160 6,080 4,880 - 800 480 240 720
18歳以上

均等割 - - - 96 - - - - - - - 96

小 計 132,130 52,180 46,440 4,786 125,810 48,210 44,420 - 6,320 3,970 2,020 4,786

合 計 235,536 218,440 17,096

令和８年度 保険料 令和７年度 保険料 比較増減 （R８-R７)

医療分 後期分 介護分 子ども分 医療分 後期分 介護分 子ども分 医療分 後期分 介護分 子ども分

所得割 14,025 5,610 - 425 13,345 5,185 - - 680 425 - 425

均等割 29,700 11,600 - 1,200 28,300 10,700 - - 1,400 900 - 1,200

平等割 10,600 4,100 - 450 10,100 3,800 - - 500 300 - 450
18歳以上

均等割 - - - 60 - - - - - - - 60

小 計 54,325 21,310 - 2,135 51,745 19,685 - - 2,580 1,625 - 2,135

合 計 77,770 71,430 6,340

令和８年度 保険料 令和７年度 保険料 比較増減 （R８-R７)

医療分 後期分 介護分 子ども分 医療分 後期分 介護分 子ども分 医療分 後期分 介護分 子ども分

所得割 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0

均等割 17,820 6,960 7,500 720 16,980 6,420 7,140 - 840 540 360 720

平等割 6,360 2,460 1,920 270 6,060 2,280 1,830 - 300 180 90 270
18歳以上

均等割 - - - 36 - - - - - - - 36

小 計 24,180 9,420 9,420 1,026 23,040 8,700 8,970 - 1,140 720 450 1,026

合 計 44,046 40,710 3,336
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